
 

船舶事故調査報告書 

令和２年７月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和元年１１月２６日 ２０時０９分ごろ 

発生場所 香川県多度津
た ど つ

町高見
た か み

島北西方沖（備讃瀬戸北航路） 

板持
いたもち

鼻
はな

灯台から真方位２７７°１,０００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１９.６′ 東経１３３°３９.２′） 

事故の概要 貨物船SUNG
シ ュ ン

 JIN
ジ ン

及び貨物船泰平
たいへい

丸は、共に西南西進中、両船が衝突

した。 

事故調査の経過 令和２年１月７日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 SUNG JIN（大韓民国籍）、１,３８０トン 

   ８８７７８２５（ＩＭＯ番号）、SOOJUNG SHIPPING CO.,LTD 

Ｂ 貨物船 泰平丸、４９９トン 

１３４７８２、大央商運株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（大韓民国籍）、二級航海士免状（大韓民国発給） 

Ｂ 船長Ｂ、四級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷船尾部外板に凹損等 

Ｂ 左舷船首部錨に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか９人（ミャンマー連邦共和国籍５人、大韓民国

籍２人、インドネシア共和国籍２人）が乗り組み、法定灯火を表示

し、船長Ａが甲板手と共に船橋当直につき、約１１ノット（kn）の速

力（対地速力、以下同じ。）で、手動操舵で西南西進した。 

 Ａ船は、船長Ａが、右舷船尾方を同航するＢ船を視認し、Ｂ船がＡ

船を追い越した直後、Ｂ船が急に左転してＡ船に接近してきて、Ａ船

の右舷船尾部とＢ船の左舷船首部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか４人が乗り組み、法定灯火を表示し、レーダー

を３海里（Ｍ）レンジと６Ｍレンジでコースアップ表示として、約 

１３kn の速力で手動操舵により西南西進した。 

Ｂ船は、Ａ船の右舷側を追い越した直後、船長Ｂが、右舷船首約 

６０°至近に漂泊中の白灯１個を点灯した小型船を視認し、左舵一杯

を取って同小型船を避けたが、左舷側を同航していたＡ船に接近し、

右舵一杯を取ったものの、Ａ船と衝突した。 

分析  

 

 Ａ船は、西南西進中、右舷側を追い越したＢ船が急に左転し、Ｂ船

と衝突したものと考えられる。 



 

 Ｂ船は、西南西進中、船長Ｂが、Ａ船の右舷側を追い越した直後、

右舷船首約６０°至近に漂泊中の小型船を視認し、同小型船を避けよ

うとして左舵一杯を取ったことから、Ａ船に接近し、右舵一杯を取っ

たものの、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船及びＢ船が共に西南西進中、船長Ｂが、Ａ船

の右舷側を追い越した直後、右舷船首約６０°至近に漂泊中の小型船

を視認し、同小型船を避けようとして左舵一杯を取ったため、Ａ船に

接近し、右舵一杯を取ったものの、Ａ船と衝突したものと考えられ

る。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・操船者は、夜間航行中、目視だけでなく、レーダーで早期に目標

を発見し、衝突を避ける際は、新たに他船に接近することがない

ようにすること。 

 


